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 ２０２２．１１．10 
     NO．８５ 

☆☆ 若樫サポーター（少年警察学生ボランティア） ☆☆ 

平成 23 年度から、少年の非行防止活動及び健全育成活動に意欲と熱意を有し、少年と年齢の近い

立場にある学生（大学生・短期大学生・高等専門学校生等）を「若樫サポーター」として委嘱し、少

年の立ち直り支援や広報啓発等の活動をしています。 

５月 14日（土）、三重県警察本部８階大会議室にて、若樫サポーターの委嘱式を３年振りに開催し

ました。少年課長から直接代表者に委嘱状が交付され、若樫サポーターからは、活動に対する責任と

共に、意欲の高揚が感じられました。その後、サポーターの代表が、「地域におけるヤングボランティ

アの核となり活動していきたい」という旨の決意表明をしました。 

委嘱式の後は研修会を開催し、オリエンテーション及び活動紹介（コロナ禍における活動も含む。）

を行いました。オリエンテーションでは、少年非行情勢等の説明や「令和４年度版若樫サポーターハ

ンドブック」を用いた活動上の留意点、若樫サポーターとしての心構え等を学びました。 

づくり通信
若樫サポーター 

委嘱式・研修会 

 「若樫サポーター」の名前の由来は、少年が樫の木のように

真っ直ぐに育ってほしいとの願いから名付けられました。 

 令和４年度は、50名を若樫サポーターに委嘱しました。 

わかがし 

 委嘱状交付 

 
広報啓発活動 

自転車盗難被害防止 

 ６月 17 日（金）津駅周辺の３か所の自転車

駐輪場にて「自転車盗難被害防止広報啓発活動」

を実施しました。参加した若樫サポーターは、広

報用チラシ等を配布し、自転車の施錠確認等を

呼び掛けました。 

 

 自転車の盗

難被害防止に

協力をお願い

します。 

 10月 26日（水）と 10月 31日（月）、 

リモート研修会を行いました。若樫サポーターは、

自宅または所属する大学等から参加しました。 

 三重県警察による「SNS等に起因する犯罪被害

防止対策事業」について研修した後、県内の中学

生・高校生の SNS に起因する犯罪被害を未然に

防止するための意見交流を行いました。 

 今後は、若樫サポーターのみなさんの御協力を

得て、「LINE」の有料広告枠を利用した啓発用画像

の作成を進める予定です。 

リモート研修会 

～SNS等に起因する犯罪被害防止～ 


